
地方自治体のＷｅｂアクセシビリティ
－ 新潟県内自治体Ｗｅｂサイトにおけるアクセシビリティの現状と課題 －
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要旨

インターネットで代表されるＩＴによる情報社会が現実のものとなり，ＩＴは多様な社会活動・生活

行動の基盤を支える情報インフラとして欠かせないものとなった。なかでも，このインフラは高齢

者・障害者にとって大きな意義をもっている。

このような状況において，自治体が運営するＷｅｂサイトの果たす役割は非常に大きく，その役割

を充分に果たすためにはアクセシビリティが重要である。

そこで本稿では，日本国内におけるＷｅｂアクセシビリティ推進に関する主な取り組みを概観し，

現状を把握するため新潟県内自治体のＷｅｂサイト（４４件）を点検調査した。

その結果，適合度を満たしているＷｅｂサイトは２件しかなく，大多数のＷｅｂサイトは不適合であ

ることがあきらかとなった。また，不適合となったＷｅｂサイトにおける違反，要確認事項には一部

の項目がそれぞれの大部分の割合を占めていると同時に，それらはほぼ共通の事項であるという現

状を把握できた。

今回調査対象となったＷｅｂサイトにおいて緊急の対策を考慮する場合，上述の各結果に大きな影

響を与えている項目から優先的かつ重点的に対応していく必要があると考え，その項目（問題点）

について修正方法をふくめ解説した。

さらに，今後Ｗｅｂアクセシビリティの確保，および向上するための方策を考える場合，Ｗｅｂアク

セシビリティの技術や手法とともにＷｅｂアクセシビリティの概念ならびに必要性を認識するため

の教育・啓蒙活動をおこなうことも必要かつ重要という方向性を見出すことができた。

１　まえがき

わが国の２００４年末におけるインターネット人口普及率は６２．３％（利用人口は７，９４８万人と推計）＊１

となり，インターネットで代表されるＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ�Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（以下，ＩＴと略す）が新しい社会

基盤となる情報社会が現実のものとなっており，ＩＴは単なるコミュニケーションや情報提供の手段

にとどまらず，各種サービスやアプリケーションともつながり，多様な社会活動・生活行動の基盤

を支える情報インフラとして欠かせないものとなっている。

なかでも高齢者・障害者にとって，この情報インフラの有用性は，多様な社会活動・生活行動に

おいて障害がない人と比較して，はるかに大きな意義をもっているといえる。
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ＩＴは，高齢者・障害者にとって新たなコミュニケーションの手段となるものであり，コミュニ

ケーションの拡大や必要な情報の入手を容易にするなど，その重要性は大きく，生活，就労，学習

等のさまざまな活動の重要な基盤を成している。また，ＩＴを積極的に利用することは，高齢者・障

害者の自立，社会参加の支援に非常に効果的であり，ノーマライゼーションや生活の質（ＱＯＬ：

Ｑｕａｌｉｔｙ�ｏｆ�Ｌｉｆｅ）の向上に寄与することができる。

このような状況において，わが国政府が推進している「電子政府」・「電子自治体」の整備が進め

ば，この電子政府・電子自治体が，高齢者・障害者の社会活動・生活行動にとってさらに不可欠な

基盤要素となる。その電子政府・電子自治体，特に地域住民と行政の関係ならびに公共性の高い情

報の提供等を考えた場合，電子自治体のポータルサイトとして，住民が第一次的に直接接する自治

体が運営するＷｅｂサイト（以下，自治体Ｗｅｂサイトと略す）の果たす役割は非常に大きいと考える。

この自治体Ｗｅｂサイトがその役割を充分に果たすためにはアクセシビリティが重要である。

そこで本稿では，自治体Ｗｅｂサイトのアクセシビリティについて取り上げることとした。具体的

には，まずわが国におけるＷｅｂアクセシビリティ推進に関する主な取り組みを概観する。次に，地

方自治体Ｗｅｂサイトのアクセシビリティの現状と課題を把握するため，今回は新潟県内の自治体

Ｗｅｂサイトを点検調査する。最後に，本調査で指摘される問題点とその解決に向けた方策と方向性

について考察する。

２　わが国におけるＷｅｂアクセシビリティ推進に関する主な取り組み

（�）　日本における指針策定

郵政省（現総務省）と厚生省（現厚生労働省）が共同で開催した「『情報バリアフリー』環境の整

備の在り方に関する研究会」において，１９９９年５月に「インターネットにおけるアクセシブルなウェ

ブコンテンツの作成方法に関する指針」が発表された（表２－１参照）。

この指針は，Ｗｏｒｌｄ�Ｗｉｄｅ�Ｗｅｂ�Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ（以下，Ｗ３Ｃと略す）における指針をもとに作成

されたものであり，Ｗｅｂのコンテンツ制作者および作成ツールの開発者向けにバリアフリーな

Ｗｅｂコンテンツを作成する方法を提示し，障害のある人がインターネットのＷｅｂへ容易にアクセ

スできるようにすることを目的としている。
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表２－１　インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針

内　容番　号

・様々な形式に適切に変換できるコンテンツを作成するための指針

音声や画像で表示されるコンテンツには代替手段を提供すること１

色の情報だけに依存しないこと２

マークアップ及びスタイルシートは適切に使用すること３

自然言語の使用について明確にすること４

適切に変換できるような表を作成すること５

新しい技術を様々な形式に適切に変換できるページを保証すること６

時間の経過に伴って変化するコンテンツに対してユーザの制御を保証すること７

ユーザインタフェースのアクセシビリティを保証すること８



（�）　ｅ－Ｊａｐａｎ戦略での位置づけ

２０００年１１月の第５回ＩＴ戦略会議・ＩＴ戦略本部合同会議において，「高齢者・障害者とそうで

ない人との間においては，情報通信の利用面での格差が発生し，それが結果的に社会的・経済

的格差につながる恐れがあることから，政府として，誰もが情報通信の利便を亭受できる『情

報バリアフリー』環境の整備を推進する。」ことが確認され，Ｗｅｂアクセシビリティ向上への

取り組みが展開されることとなった。

（�）　高齢者，障害者等が利用しやすいホームページの普及に向けた支援システムの実証実験

総務省では，「高齢者，障害者等が利用しやすいホームページの普及に向けた支援システムの

実証実験（ウェブアクセシビリティ実証実験）」を実施した。

この実証実験では，日本におけるＷｅｂアクセシビリティの普及啓発を目標に，２０００年度に日

本独自の問題を考慮したＷｅｂアクセシビリティのあり方の検討およびＷｅｂアクセシビリティ

点検・修正システム（当時Ｊ－ＷＡＳ，現在ウェブヘルパーと呼称）の開発，２００１年度にはＪ－

ＷＡＳを使った全国３地域での重点的な実証実験の展開に取り組んだ。また，２００２年度は，前年

度東京のみで開催したウェブアクセシビリティ・セミナーを全国各地（４箇所）で開催したほ

か，ウェブアクセシビリティ・コンテストの開催を通じて，良き理解者と推進者の動機づけを

高める社会環境の整備に努めたほか，企業や団体のＷｅｂ担当者やＷｅｂ制作関係者の理解の深

化と技術の向上を図ることを目的に，さまざまなテーマに取り組んだ。

（�）　ＪＩＳ規格化

日本工業規格（ＪＩＳ）において，２００４年５月から６月にかけて，「高齢者・障害者等配慮設計

指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス」について，Ｘ８３４１－１：２００４「共

通指針」（第１部），Ｘ８３４１－２：２００４「情報処理装置」（第２部）およびＸ８３４１－３：２００４「ウェ

ブコンテンツ」（第３部）の三規格が公示された。

このなかの第３部は，主に高齢者や障害者および一時的な障害のある人が，Ｗｅｂコンテンツ

を利用する際のアクセシビリティを確保し，それを向上させるために，Ｗｅｂコンテンツの企

画，設計，開発，制作，保守および運用にわたってＷｅｂコンテンツの提供者および制作者が配

慮しなければならない事項について規定するものである。
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特定の装置（デバイス）に依存しない設計であること９

臨時の対応策を利用すること１０

インターネットの技術標準及び指針を使用すること１１

・理解が可能でナビゲーションが可能なコンテンツを作成するための指針

文脈やページの構成等の情報を提供すること１２

ナビゲーションの仕組みを明確に提供すること１３

ドキュメントは明確かつ簡潔であること１４
（出典）総務省：「情報バリアフリー」環境の整備の在り方に関する研究会

　<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ/ｊｏｈｏ_ｔｓｕｓｉｎ/ｐｏｌｉｃｙｒｅｐｏｒｔｓ/ｊａｐａｎｅｓｅ/ｇｒｏｕｐ/ｔｓｕｓｉｎ/９０５３１ｘ５１．ｈｔｍｌ>



（�）　障害者基本法改正

２００４年５月２８日に「障害者基本法の一部を改正する法律案」が可決，同年６月４日に公布・

施行（一部を除く）された。本改正案では，情報利用等に関する条文において障害者の情報利

用の便宜により一層配慮することが強く求められている（表２－２参照）。

（�）　公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会

総務省では，地方公共団体等が自らのホームページや各種サービス・アプリケーションのア

クセシビリティを効果的に確保・向上していけるよう支援するため，公共分野におけるアクセ

シビリティについての評価方法・評価体制のモデルを確立することを目的として「公共分野に

おけるアクセシビリティの確保に関する研究会」を開催している。

本研究会は，２００４年１１月から本年（２００５年）５月までの間において５回開催されており，本

年１１月に検討の成果が取りまとめられる予定である。

３　新潟県内自治体Ｗｅｂサイトのアクセシビリティ点検調査

３．１　調査概要

�　調査目的

新潟県内の自治体Ｗｅｂサイトにおけるアクセシビリティ状況を点検することにより，現状と

課題を把握する。

�　調査対象

新潟県内における４４自治体（２０市，１６町，８村）＊２のＷｅｂサイト＊３のトップページを対象と

した。

地方自治体の���アクシビリティ－新潟県内自治体���サイトにおけるアクシビリティの現状と課題－２６

表２－２　障害者基本法の一部を改正する法律案

（情報の利用におけるバリアフリー化：第１９条）

条　文項

国及び地方公共団体は，障害者が円滑に情報を利用し，及びその意思を表示できるようにす

るため，障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及，電

気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進，障害者に対して情報を提供する

施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

１

国及び地方公共団体は，行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当

たつては，障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。

２

電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装

置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は，社会連帯の理念に基づき，当該役務の提供

又は当該機器の製造等に当たつては，障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならな

い。

３

（出典）内閣府：共生社会政策統括官障害者施策
＜ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ８．ｃａｏ．ｇｏ．ｊｐ/ｓｈｏｕｇａｉ/ｓｕｉｓｈｉｎ/ｋｉｈｏｎｈｏｕ/ｋａｉｓｅｉ．ｈｔｍｌ＞



�　調査方法

総務省が開発したＷｅｂアクセシビリティ点検システム：「ウェブヘルパー�Ｖｅｒ２．０」を使用した。

�　調査期間

２００５年５月１９日～５月２７日

３．２　調査内容

Ｗ３ＣのＷｅｂ�Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ�Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ（以下，ＷＡＩと略す）による「Ｗｅｂ�Ｃｏｎｔｅｎｔ�Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ�

Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ�１．０」（以下，ＷＣＡＧ１．０と略す）における１４項目のガイドライン（表３－１参照），お

よびＡｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ�Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ�ａｎｄ�Ｒｅｐａｉｒ�Ｔｏｏｌ（以下，ＡＥＲＴと略す）のワーキングドラフトに

もとづく７７項目（付録参照）を点検することにより，優先度（表３－２参照）を基準とした適合度

（表３－３参照）を判定するとともに違反事項と要確認事項＊４について分析した。
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表３－１　ＷＣＡＧ１．０における１４のガイドライン

内　容番　号

聞くための内容や見るための内容には，同等の役割を果たす代わりのものを提供する１．

色だけに依存しない２．

正しくタグ付けし，適切にスタイルシートを使う３．

自然言語の取り扱い方に関する情報を明確に示す４．

うまく変換されるテーブルを作る５．

新しい技術を利用したページは，うまく変換されるようにしておく６．

時間とともに変化する内容については，ユーザーが制御できるようにする７．

ページ中に組み込まれたもののユーザーインターフェイスは，それ自体がアクセシブ
ルなものにする

８．

装置に依存しないように設計する９．

暫定的な解決策をとる１０．

Ｗ３Ｃのテクノロジーとガイドラインを使用する１１．

前後関係や位置を表す情報を提供する１２．

はっきりとわかるナビゲーションのための仕組を提供する１３．

文書は明瞭で簡潔なものにする１４．

（出典）ＺＳＰＣ：大藤によるＷＣＡＧ１．０の日本語訳
<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｚｓｐｃ．ｃｏｍ//ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ/ｗｃａｇ１０/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ>

表３－２　優先度

ＷＣＡＧ１．０での位置づけ重要性優先度

 コンテンツ制作者が満たさねばならない優先度高　　い優先度１

 コンテンツ制作者が満たすべき優先度やや高い優先度２

 コンテンツ制作者が満たすべき事を望まれる優先度やや低い優先度３

（出典）ウェブアクセシビリティ実証実験事務局，情報通信研究機構：ウェブアクセシビリティの情報提供コーナー
（みんなのウェブ）<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ２．ｎｉｃｔ．ｇｏ．ｊｐ/ｔｓ/ｂａｒｒｉｅｒｆｒｅｅ/ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ/>



３．３　調査結果

�　適合度の判定

適合度を満たしているＷｅｂサイトは，Ａ：２件（４．５％）であり，残りの４２件（９５．５％）は不

適合であった（表３－４参照）。

�　点検項目別の違反，要確認件数

全７７点検項目のうち５１項目（６６．２％）に違反または要確認事項があり，その件数は違反１１，２２１

件，要確認５，９１８件であった（図３－１参照）。

図３－１　点検項目別の違反，要確認件数

地方自治体の���アクシビリティ－新潟県内自治体���サイトにおけるアクシビリティの現状と課題－２８

表３－４　適合度の判定結果

Ｗｅｂサイト数（件）適合度

２Ａ（Ａ）

０ダブルＡ（ＡＡ）

０トリプルＡ（ＡＡＡ）

４２不適合

表３－３　適合度

ＷＣＡＧ１．０での位置づけ適合度

 優先度１のすべてのチェックポイントに適合Ａ（Ａ）

 優先度１と２のすべてのチェックポイントに適合ダブルＡ（ＡＡ）

 優先度１～３のすべてのチェックポイントに適合トリプルＡ（ＡＡＡ）

（出典）ウェブアクセシビリティ実証実験事務局，情報通信研究機構：ウェブアクセシビリティの情報提供コーナー
（みんなのウェブ）<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ２．ｎｉｃｔ．ｇｏ．ｊｐ/ｔｓ/ｂａｒｒｉｅｒｆｒｅｅ/ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ/>



�　主な違反事項の内容と割合

各項目の違反件数を違反件数全体に占める割合でみた場合，上位一項目（項目番号１１．２．１）の

割合が特出しており，この項目だけで違反件数全体の８割を占めている（表３－５参照）。

�　主な要確認事項の内容と割合

各項目の要確認件数を要確認件数全体に占める割合でみた場合，上位三項目（項目番号

２．１．１，３．１．１，７．１．１）の割合が高く，この三項目で要確認件数全体の８割を占めてい

る（表３－６参照）。
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表３－５　違反件数上位１０項目の内容と違反件数全体に占める割合

割合（％）件数（件）内　容優先度項目番号順位

  ８０．６２９，０４６いずれ廃棄される予定のＷ３Ｃ技術を使用して
いないか

２１１．２．１１

    ８．４４　 ９４７絶対画素数ではなく，相対サイズと相対座標を
使っているか

２３．４．１２

    ４．８１　 ５４０すべての画像（ＩＭＧ）に代替テキスト（ａｌｔ）が
用意されているか

１１．１．１３

    １．５８　 １７７各リンク部分の行き先は明確になっているか２１３．１．１４

    １．２９　 １４５ＡおよびＡＲＥＡのｔａｒｇｅｔ属性において，ｂｌａｎｋ
やｎｅｗが含まれていないか

２１０．１．１５

    ０．７３　   ８２ＬＡＢＥＬ要素やＩＮＰＵＴ要素は正しい属性をもっ
ているか

２１２．４．１６

    ０．３１　   ３５文章の基本の（ｐｒｉｍａｒｙ）自然言語を定義して
いるか

３４．３．１７

    ０．２９　   ３３ＳＣＲＩＰＴはＮＯＳＣＲＩＰＴ等価とあわせ正しく使
われているか

１１．１．１０８

    ０．２７　   ３０ａｃｃｅｓｓｋｅｙ属性が使われているか３９．５．１９

    ０．２５　   ２８レイアウトや体裁の制御にはスタイルシートを
用いているか

２３．３．１１０

表３－６　要確認件数上位１０項目の内容と要確認件数全体に占める割合

割合（％）件数（件）内　容優先度項目番号順位

２９．１８ １，７２７色彩を伴うすべての情報は，色彩指定しなくて
も入手可能か

１２．１．１１

２７．２２ １，６１１適切なマークアップ言語があれば，マークアッ
プを用いて情報を伝えているか

２３．１．１２

２５．９４ １，５３５ページがフリッカーの原因になっていないか１７．１．１３

  ９．０６     ５３６レイアウト表はリニアライズされて意味があ
るか

２５．３．１４

  １．９３     １１４スクリプトは論理的イベント処理型になって
いるか

２９．３．１５



�　ガイドライン別の違反，要確認件数と割合

全１４ガイドラインのうちすべてのガイドラインに違反あるいは要確認事項があった。

違反件数においては，ガイドライン１１の違反件数が最も多く９，０４６件であり，違反件数をガイ

ドライン別にみた割合では８０．６２％となり，全体の８割を占めている（表３－７参照）。

また，要確認件数においては，ガイドライン２，３，７の件数が多く，要確認件数をガイドライ

ン別にみた割合ではこの三項目で全体の８割を占めている（表３－８参照）。
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表３－７　ガイドライン別の違反件数と割合

割合（％）件数（件）ガイドライン番号

５．２８５９２１
０．０１１２
８．８９９９７３
０．３２３６４
０．２９３２５
０．１４１６６
０．２８３１９
１．６４１８４１０
８０．６２９，０４６１１
０．９６１０８１２

１．５９１７８１３

表３－８　ガイドライン別の要確認件数と割合

割合（％）件数（件）ガイドライン番号

０．０２１１
２９．１８１，７２７２
２７．４９１，６２７３
９．１８５４３５
２．１６１２８６
２６．７２１，５８１７
０．７８４６８
２．１５１２７９
１．９９１１８１０
０．０７４１２
０．２７１６１４

  １．４２      ８４ＬＡＢＥＬ要素は正しく配置されているか２１０．２．１６

  ０．７８      ４６プログラム的なオブジェクトにおいては，入力
装置に依存しないか

２６．４．１７

  ０．７８      ４６アプレットやスクリプトで動くコンテンツを
使っていないか

２７．３．２７

  ０．７８      ４６スクリプトやアプレットを補助的技術を用い
て可能な限りアクセシブルにしているか

２８．１．１７

  ０．６９      ４１スタイルシートがなくても，ページは読むこと
が可能になっているか

１６．１．１１０



�　優先度別の違反，要確認件数と割合

優先度のうち，違反件数が最も多いのは優先度２で１０，４７２件であり，違反件数を優先度別に

みた割合では９３．３３％（表３－９参照）となっている。

また，要確認件数が最も多いのは優先度１で３，３６８件であり，要確認件数を優先度別にみた割

合では５６．９１％となっている（表３－１０参照）。

４　考察

調査の結果，新潟県内の４４自治体Ｗｅｂサイトにおいては，Ｗ３Ｃ�ＷＡＩのＷＣＡＧ１．０およびＡＥＲＴ

ワーキングドラフトによる適合度を満たしているＷｅｂサイトはＡ：２件（４．５％）しかなく，残りの

４２件（９５．５％）は不適合であることがあきらかとなった。

次にこの結果を点検項目別にみた場合，違反事項では項目番号１１．２．１「いずれ廃棄される予定

のＷ３Ｃ技術を使用していないか」が違反件数の８０．６２％を占めていること，および，要確認事項で

は項目番号２．１．１「色彩を伴うすべての情報は，色彩指定しなくても入手可能か」，３．１．１「適切な

マークアップ言語があれば，マークアップを用いて情報を伝えているか」，７．１．１「ページがフリッ

カーの原因になっていないか」の三項目で要確認件数の８２．３４％を占めていることがあきらかとなっ

た。

また，ガイドライン別にみた場合，違反事項ではガイドライン１１「Ｗ３Ｃのテクノロジーとガイ

ドラインを使用する」が違反件数の８０．６２％を占めていること，および，要確認事項では２「色だけ

に依存しない」，３「正しくタグ付けし，適切にスタイルシートを使う」，７「時間とともに変化する

内容については，ユーザーが制御できるようにする」の三つのガイドラインで要確認件数の８３．３９％

を占めていることがあきらかとなった。

さらに，優先度別にみた場合，違反事項では優先度２「コンテンツ制作者が満たすべき優先度」

が違反件数の９３．３３％を占めていること，および，要確認事項では優先度１「コンテンツ制作者が満

たさねばならない優先度」が要確認件数の５６．９１％を占めていることがあきらかとなった。

以上のことから，違反事項においては，項目番号１１．２．１の一項目がすべての結果に多大な影響
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表３－９　優先度別の違反件数と割合

割合（％）件数（件）優先度

５．５４６２２１

９３．３３１０，４７２２

１．１３１２７３

表３－１０　優先度別の要確認件数と割合

割合（％）件数（件）優先度

５６．９１３，３６８１

４３．０７２，５４９２

０．０２１３



を与えているといえる。なぜなら，この項目はガイドライン１１の項目であり，優先度２であるから

である。また，要確認事項においては，項目番号２．１．１，３．１．１，７．１．１の三項目がすべての結

果に大きく影響しているといえる。２．１．１はガイドライン２・優先度１，３．１．１はガイドライン３・

優先度２，および７．１．１はガイドライン７・優先度１である。なお，これらの違反，要確認項目は

不適合であった自治体Ｗｅｂサイトの多くに共通している項目でもある。

このことをふまえ，今回調査対象となったＷｅｂサイトにおいて緊急の対策を考える場合，上述の

各結果に大きな影響を与えている項目から優先的かつ重点的に対応していく必要がある。

以下に違反件数において最多であった項目番号１１．２．１，および要確認件数において最多であっ

た項目番号２．１．１について，修正方法をふくめ解説する。

・１１．２．１「いずれ廃棄される予定のＷ３Ｃ技術を使用していないか」

（�）　概要

Ｗ３Ｃのテクノロジーのうち，非推奨（新しい構文により旧式となったもの）となっている

ものは使用しない。

（�）　点検した要素

ＡＰＰＬＥＴ，�ＢＡＳＥＦＯＮＴ，�ＣＥＮＴＥＲ，�ＤＩＲ，�ＦＯＮＴ，�ＩＳＩＮＤＥＸ，�ＭＥＮＵ，�Ｓ，

�ＳＴＲＩＫＥ，�Ｕ，�ＢＬＩＮＫ，�ＭＡＲＱＵＥＥ，�ＥＭＢＥＤ，�ＮＯＥＭＢＥＤ，�ＬＡＹＥＲ，�ＩＬＡＹＥＲ，

�ＮＯＬＡＹＥＲ，�ＢＧＳＯＵＮＤ，�ＬＩＳＴＩＮＧ，�ＭＵＬＴＩＣＯＬ，�ＮＯＢＲ，�ＷＢＲ，�ＣＯＭＭＥＮＴ，�

ＰＬＡＩＮＴＥＸＴ，�ＳＰＡＣＥＲ，�ＸＭＬ，�ＸＭＰ

（�）　修正方法（例）

ＨＴＭＬの場合ではＦＯＮＴ要素は非推奨となっているため，ＦＯＮＴ要素は使用せずにスタイ

ルシート（ＣＳＳの場合は「ｆｏｎｔ」プロパティ）を利用する。

・２．１．１「色彩を伴うすべての情報は，色彩指定しなくても入手可能か」

（�）　概要

意味の違いが色の違いだけで区別されている。

（�）　点検した要素

ＩＭＧ，�ＡＰＰＬＥＴ，�ＯＢＪＥＣＴ，�ＳＣＲＩＰＴ，�ＩＮＰＵＴ

（�）　修正方法（例）

ある言葉を目立たせるために赤色の文字にする場合では，同時に強調を示す�ｅｍ�タグや��

�ｓｔｒｏｎｇ�タグを用いる。

なお，本調査全体をとおして，Ｗｅｂアクセシビリティの理解，意識がＷｅｂサイトの作成現場まで

充分に浸透していないのではないかと推測される。したがって，今後Ｗｅｂアクセシビリティの確

保，および向上するための方策を考える場合，Ｗｅｂアクセシビリティの技術や手法とともにＷｅｂア

クセシビリティの概念ならびに必要性を認識するための教育・啓蒙活動をおこなうことも必要かつ

重要であると考える。
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５　むすび

本研究により，新潟県内の４４自治体Ｗｅｂサイトにおいては，Ｗ３Ｃ�ＷＡＩのＷＣＡＧ１．０および

ＡＥＲＴワーキングドラフトによる適合度を満たしているＷｅｂサイトは２件しかなく，大多数の

Ｗｅｂサイト（４２件）は不適合であることがあきらかとなった。

また，不適合となったＷｅｂサイトにおける違反，要確認事項では一部の項目がそれぞれの大部分

の割合を占めていると同時に，それらはほぼ共通の違反，要確認事項であるという現状を把握する

ことができた。

これにより，今回調査対象となったＷｅｂサイトにおいて緊急の対策を考える場合，上述の各結果

に大きな影響を与えている項目から優先的かつ重点的に対応していく必要があると考え，その項目

（問題点）について修正方法をふくめ解説した。

さらに，本調査全体をとおして，Ｗｅｂアクセシビリティの理解，意識がＷｅｂサイトの作成現場ま

で充分に浸透していないのではないかと推測されるため，今後Ｗｅｂアクセシビリティの確保，およ

び向上するための方策を考える場合，Ｗｅｂアクセシビリティの技術や手法とともにＷｅｂアクセシ

ビリティの概念ならびに必要性を認識するための教育・啓蒙活動をおこなうことも必要かつ重要と

いう方向性を見出すことができた。

今後も，Ｗｅｂアクセシビリティに関する動向を注視しながら，Ｗｅｂアクセシビリティの確保，お

よび向上のための新たな方策と方向性を検討していきたい。

注

�１　総務省：『平成１７年版　情報通信白書　ＨＴＭＬ版』

�ｈｔｔｐ：��ｗｗｗ．ｊｏｈｏｔｓｕｓｉｎｔｏｋｅｉ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ�ｗｈｉｔｅｐａｐｅｒ�ｊａ�ｈ１７�ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ�

�２　新潟県内の２００５年５月１９日現在における全自治体数は４５であるが，聖籠町のＷｅｂサイトにつ

いては点検時：「モジュール実行時に例外が発生するため点検不可能」により，今回の調査では

対象から外したため，調査対象は４４自治体とした。

�３　新潟県の公式Ｗｅｂサイト内のリンク集：

�ｈｔｔｐ：��ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｎｉｉｇａｔａ．ｊｐ�ｃｏｎｔｅｎｔ�ｋｅｎｓｈｏｕｋａｉ�ｌｉｎｋ�ｓｉｃｈｏｕｓｏｎ．ｈｔｍｌ�からリンクが

張られている各自治体のＷｅｂサイト。

�４��要確認事項とは，自動点検の結果，あきらかな違反ではないが「疑わしい」と判定されたもの

である。本稿の図においては「Ｕ」と表記した。
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<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａａｏ．ｎｅ．ｊｐ/>（２００５．５）

�　ＺＳＰＣ：<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｚｓｐｃ．ｃｏｍ//>（２００５．５）

�　財団法人日本規格協会：<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｓａ．ｏｒ．ｊｐ/>（２００５．５）

�　内閣府：<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃａｏ．ｇｏ．ｊｐ/>（２００５．５）
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付録：点検項目

項　目　内　容検査方法優先度項目番号

すべての画像（ＩＭＧ）に代替テキスト（ａｌｔ）が用意されている
か

自動１１．１．１

画像が重要な情報を伝達し，その代替テキストがある場合は
ｌｏｎｇｄｅｓｃ属性やＤリンクが加えられているか

自動１１．１．２

ｉｍａｇｅタイプのＩＮＰＵＴで代替テキスト（ａｌｔ）が正しく用意され
ているか

自動１１．１．３

アプレット（ＡＰＰＬＥＴ）に代替テキスト（ａｌｔ）が正しく用意さ
れているか

自動１１．１．４

画像表示目的のＯＢＪＥＣＴ要素に代替テキストが正しく使われて
いるか

自動１１．１．５

オーディオファイルには代替テキストがあるか半自動１１．１．６

埋め込みオーディオファイルにテキスト等価物が提供されてい
るか

自動１１．１．７

ＦＲＡＭＥ中のｌｏｎｇｄｅｓｃ属性は正しく使われているか自動１１．１．８

ＡＲＥＡ中に代替テキスト（ａｌｔ）があるか自動１１．１．９

ＳＣＲＩＰＴはＮＯＳＣＲＩＰＴ等価とあわせ正しく使われているか自動１１．１．１０

ａ要素内のテキスト内容は適切か（１３．１．１と同じ：ＡＥＲＴ参照）自動１１．１．１１

ＡＳＣＩＩアートに代替テキストが用意されているか未実装１１．１．１２

絵文字（携帯端末用コードでよく使われるもの）が使われていな
いか

自動２１．１．１３

機種依存文字が使われていないか自動２１．１．１４

画像（ＩＭＧ）の代替テキスト（ａｌｔ）が場所取りテキストになって
いないか

半自動１１．１．１５

サーバー側イメージマップの各動作領域にテキストのリンクを
作っているかイメージマップのすべてのホットスポットには代
替のテキストリンクが用意されているか

半自動１１．２．１

マルチメディア情報はオーディオ説明を持っているか半自動１１．３．１

マルチメディア情報には同期した代替情報があるか半自動１１．４．１
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ＳＭＩＬ中ではｓｙｓｔｅｍ－ｃａｐｔｉｏｎフラグがあるか（１．４．１に含む）半自動１１．４．２

クライアント側イメージマップの各作動領域にテキストリンク
を作っているか

自動３１．５．１

色彩を伴うすべての情報は，色彩指定しなくても入手可能か半自動１２．１．１

テキスト等と背景は誰にでも見やすい組み合わせになっている
か

自動３２．２．１

適切なマークアップ言語があれば，マークアップを用いて情報
を伝えているか

半自動２３．１．１

公開されている正式な文法でドキュメントが作られているか自動２３．２．１

レイアウトや体裁の制御にはスタイルシートを用いているか自動２３．３．１

絶対画素数ではなく，相対サイズと相対座標を使っているか自動２３．４．１

見出し項目は正しく入れ子化（ｎｅｓｔｉｎｇ）されているか自動２３．５．１

テキストは見出しに間違えられないか自動２３．５．２

見出し要素（Ｈ１～Ｈ６）に長いテキストを使っていないか自動２３．５．３

リスト要素はリストのみに使われ，正しく入れ子化（ｎｅｓｔｉｎｇ）さ
れているか

自動２３．６．１

引用はＱ要素やＢＬＯＣＫＱＵＯＴＥ要素でマークアップしているか半自動２３．７．１

Ｑ要素やＢＬＯＣＫＱＵＯＴＥ要素は正しく使われているか半自動２３．７．２

ＢＬＯＣＫＱＵＯＴＥ要素をフォーマッティングに使用していないか自動２３．７．３

テキストの自然言語やその切り替わりを識別しているか未実装１４．１．１

略語が使われていないか自動３４．２．１

文章の基本の（ｐｒｉｍａｒｙ）自然言語を定義しているか自動３４．３．１

表の目的を決定しているか（データ表か，レイアウト表かを自動
点検の前に指定します）

半自動１５．１．１

データ表では行と列の見出し語が付いているか自動１５．１．２

データ表ではｓｃｏｐｅ，ｈｅａｄｅｒｓ，ａｘｉｓでラベルをつけているか半自動１５．２．１

レイアウト表はリニアライズされて意味があるか半自動２５．３．１

表をレイアウトのため使用する場合，見かけ上の書式化のため
に，構造化マークアップを使用していないか

自動２５．４．１

表中の行や列のデータを表示する場合，表の要約が用意されて
いるか

自動３５．５．１

表にキャプションが用意されているか自動２５．５．２

行や列の長い見出しラベルに対しての省略語が用意されている
か

自動３５．６．１

スタイルシートがなくても，ページは読むことが可能になって
いるか

半自動１６．１．１

ＦＲＡＭＥおよびＩＦＲＡＭＥ中で，正しいソースが使われているか半自動１６．２．１

ダイナミックなコンテンツと連動してその代替がアップデート
されるか

半自動１６．２．２

重要な情報を伝えたり，機能したりするスクリプトの各々に代
替のコンテンツを用意しているか（ＯＢＪＥＣＴ，ＥＭＢＥＤ，
ＡＰＰＬＥＴ）

自動１６．３．１
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プログラム的なオブジェクトにおいては，入力装置に依存しな
いか

半自動２６．４．１

各ＦＲＡＭＥＳＥＴにはＮＯＦＲＡＭＥＳ要素が含まれているか自動２６．５．１

ページがフリッカーの原因になっていないか半自動１７．１．１

ＢＬＩＮＫ要素によりブリンキングが使われていないか（Ｗ３Ｃ削
除推奨）

自動１７．２．１

ＭＡＲＱＵＥＥ要素によりスクロールが使われていないか自動２７．３．１

アプレットやスクリプトで動くコンテンツを使っていないか半自動２７．３．２

ＭＥＴＡ要素に自動リフレッシュが入っていないか自動２７．４．１

ＭＥＴＡ要素に自動リダイレクトが入っていないか自動２７．５．１

スクリプトやアプレットを補助的技術を用いて可能な限りア
クセシブルにしているか

半自動２８．１．１

サーバー側イメージマップを使っていないか自動１９．１．１

固有のインターフェースを持つ要素は，すべてデバイスに依存し
ていないか

半自動２９．２．１

スクリプトは論理的イベント処理型になっているか半自動２９．３．１

論理的なタブ属性（ｔａｂｉｎｄｅｘ）を，フォーム制御，オブジェク
トから定義しているか

自動３９．４．１

ａｃｃｅｓｓｋｅｙ属性が使われているか半自動３９．５．１

ＡおよびＡＲＥＡのｔａｒｇｅｔ属性において，ｂｌａｎｋやｎｅｗが含まれ
ていないか

自動２１０．１．１

スクリプト類が新しいウィンドウを開かないか半自動２１０．１．２

ＬＡＢＥＬ要素は正しく配置されているか半自動２１０．２．１

リニアライズされた表が用意されているか未実装３１０．３．１

ＩＮＰＵＴ，ＴＥＸＴＡＲＥＡ，ＳＥＬＥＣＴ要素でデフォルトの値があ
るか

自動３１０．４．１

隣接するリンクは分離されているか自動３１０．５．１

可能な最新の技術仕様を使っているか未実装２１１．１．１

いずれ廃棄される予定のＷ３Ｃ技術を使用していないか自動２１１．２．１

利用者の設定に合ったドキュメントを提供しているか（解析方
法が未解決のため未実装：ＡＥＲＴ参照）

未実装－１１．３．１

ページは必要なレベルのすべてのチェックポイントに合格し
たか

未実装１１１．４．１

各フレームにタイトルがつけられているか自動１１２．１．１

フレームタイトルだけでは明確でない場合，フレームの目的
や，フレームの相互関係を説明する

未実装２１２．２．１

８つ以上ＯＰＴＩＯＮ要素がある場合にＯＰＴＧＲＯＵＰ要素が使用さ
れているか

半自動２１２．３．１

ＦＯＲＭ要素に８つ以上コントロールがある場合に，ＦＩＥＬＤＳＥＴ
要素が使用されているか

半自動２１２．３．２

リスト要素が正しく使用されているか半自動２１２．３．３

長い文が使われていないか未実装２１２．３．４
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長い段落が使われていないか未実装２１２．３．５

長いテキストが使われていないか未実装２１２．３．６

ＬＡＢＥＬ要素やＩＮＰＵＴ要素は正しい属性をもっているか自動２１２．４．１

各リンク部分の行き先は明確になっているか自動２１３．１．１

ページにタイトルは付けられているか自動２１３．２．１

ＲＤＦは正しいか未実装２１３．２．２

サイト上の全体的なレイアウトに関しての情報を用意する未実装２１３．３．１

一定のナビゲーション機能を用いる未実装２１３．４．１

ナビゲーション構造へ入りやすくするため，ナビゲーション
バーを用意する

未実装３１３．５．１

関連するリンクはグループ化されているか未実装３１３．６．１

いろいろな熟練度と設定条件での検索タイプを可能にしてい
るか

未実装３１３．７．１

見出し，パラグラフ，リスト等のはじめに，区分のための情報
を用意する

未実装３１３．８．１

文書が複数ページから成る場合は，それらを集めるための情報
が提供されているか（解析方法が未解決のため未実装：ＡＥＲＴ
参照）

未実装－１３．９．１

多行にわたるＡＳＣＩＩアートをスキップする手段があるか未実装３１３．１０．１

明瞭で正確な見出し化がされているか半自動１１４．１．１

文や段落のトピックは，文や段落の始めに位置しているか未実装１１４．１．２

それぞれの段落では１つの主要な考えが書かれているか未実装１１４．１．３

俗語や専門用語が使われていないか未実装１１４．１．４

共通語が使われているか未実装１１４．１．５

受動的な動詞よりも能動的な動詞が使われているか未実装１１４．１．６

サイトの内容にふさわしい言語が使われているか未実装１１４．１．７

よく使われる言葉が特殊な意味合いで使われていないか未実装１１４．１．８

追加項目　同音異義語が含まれていないか自動２１４．１．９

追加項目　難漢字（第２水準）が含まれていないか自動２１４．１．１０

追加項目　難しいカタカナ語が含まれていないか自動２１４．１．１１

画像やオーディオ表現を用いてテキスト内容を補足し，ページ
の把握を容易にする

未実装３１４．２．１

ページ間で一定の表現形式になっているか確認してください未実装３１４．３．１

＊　項目番号の１桁目は，該当するＷＣＡＧ１．０のガイドライン番号である。
（出所）ウェブアクセシビリティ実証実験事務局，情報通信研究機構：ウェブアクセシビリティの情報提供コーナー

（みんなのウェブ）　<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ２．ｎｉｃｔ．ｇｏ．ｊｐ/ｔｓ/ｂａｒｒｉｅｒｆｒｅｅ/accessibility/>




